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国土交通省九州運輸局 

令和６年５月２８日 

 

トラック（一般貨物自動車運送事業）の 

法令試験における出題ミスについて 

 

九州運輸局が実施したトラック（一般貨物自動車運送事 

業）の経営許可等に際して必要となる法令試験において出 

題ミスが判明いたしました。 

出題ミスに係る設問については受験者全員が正解したも 

のと取り扱うこととしました。 

受験者の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をお 

かけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

九州運輸局として今回の事態を真摯に受け止め、今後こ 

のような事態が二度と発生しないよう再発防止に努めて参

ります。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                              

＜お問い合わせ先＞ 

九州運輸局 自動車交通部 貨物課 

  担当：東、白水 

電 話０９２－４７２－２５２８ 

 

 



  

                         （別 紙） 

 

出題ミスの概要 
 

１．出題ミスの内容について 

令和６年５月１６日に実施したトラック（一般貨物自動車運送事業）の経営許可等に際して必

要となる法令試験において、問題文から正誤の判断ができないものを出題した。 

 

【試験問題の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

本来「車両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の普通自動車である事業用自

動車の運行の業務に従事した」と記載しなければならないところ、誤って「当該」と記載し

たまま出題をしていたもの。（※上記赤枠部分） 

 

 【出題ミスに伴う処置】 

当該設問については受験者全員が正解したものとして取り扱うこととしました。 

 

２．出題ミスによる合否の影響について 

     受験者数 ４３者        当初の合格者 ２１者 

     出題ミスにより再度見直した結果    合格者 ２２者 

 

３．合格者への措置について 

 令和６年５月２４日に申請代理人及び申請者へ出題ミスにより、当該問題を正解したものとし

て取り扱うとともに、試験結果については、「合格」となることを通知済みです。 

 


